
2003 年 4 月 15 日

報道関係各位

（財）日本ユニセフ協会の『イラク緊急募金』への協力について

日興ビーンズ証券株式会社（取締役社長：沼口秀一、本社：東京都中央区；以下「日興
ビーンズ」）は、独自のビーンズ・ポイント制度を活用して、財団法人日本ユニセフ協会（会
長：澄田智、所在地：東京都港区；以下「（財）日本ユニセフ協会」）の『イラク緊急募金』
に協力する事といたしましたので、お知らせいたします。

＜概  要＞

  日興ビーンズは、お客様が指定されたビーンズ・ポイントを、1 ポイントについて 5 円の
募金として当社名義で（財）日本ユニセフ協会の『イラク緊急募金』に寄附させて頂きま
す。

  この趣旨にご賛同いただけるお客様は、日興ビーンズのホームページ上でクリックする
だけで、（財）日本ユニセフ協会の『イラク緊急募金』に参加する事ができます。

  なお、お客様からの最終的な寄附金の総額等は、日興ビーンズのホームページ上で、後
日ご報告いたします。

＜お客様の手続き＞

  お客様は、日興ビーンズのホームページでログインされた後、「口座管理」→「ビーンズ
ポイント」画面→「ポイントを使う」をクリックして頂き、「ビーンズポイント使用」画面
の「（財）日本ユニセフ協会のイラク緊急募金」を選択して頂きます。

  そこで、50 ポイントを一口（単価欄に表示されます）として、何口ご協力されるかをご
指定頂くことで、手続きは終了します。

＜日興ビーンズでの受付け開始＞

  2003 年 4 月 15 日（火）より

  ご寄附いただいたお客様のビーンズ・ポイントは、1 ポイントについて 5 円の募金として、
その合計金額を、毎月月末に、日興ビーンズ名義で（財）日本ユニセフ協会のイラク緊急
募金に指定された郵便払込口座を通して寄附いたします。

※ビーンズ・ポイントとは：
・ お取引きに応じてポイントが貯まり、株式売買手数料への充当など、さまざまな特典と

  交換することができる、日興ビーンズ専用のポイント制度。
※注 意
・ 日興ビーンズでは、ビーンズ・ポイント以外でのご寄附は受付けておりません。
・ ビーンズ・ポイント以外でのご寄附は、ご自身でお手続きくださいますようお願いいた
します。

 


